
重要事項説明書（介護福祉施設サービス） 

 

１．事業者の概要 

事業者の名称  社会福祉法人 呉同済義会 

事務所の所在地  呉市中央５丁目１２番２１号 

法 人 種 別  社会福祉法人 

代表者の氏名  会長 三宅 清嗣 

電 話 番 号  ０８２３－２１－５３９５ 
 

    

 

２．ご利用施設 

           

施設の名称  特別養護老人ホーム 温養院 

施設の所在地  呉市焼山中央６丁目６番１３号 

県知事指定番号  広島県指定 ３４７０５００４４２ 

施設長（管理者）の氏名  江口 広美 

電 話 番 号  ０８２３－３３－３８５８ 

F A X 番 号  ０８２３－３３－３３１４ 

 

３．施設の目的と運営の方針 

施設の目的  当施設は、介護保険法令に従い、入所者がその有する

能力に応じ可能な限り自立した日常生活を営むこと

ができるように、支援することを目的として、入所者

に、日常生活を営むために必要な居室及び共用施設等

をご利用いただき、介護福祉施設サービスを提供しま

す。当施設は、身体上又は精神上著しい障害があるた

めに常時の介護を必要とし、かつ、居宅においてこれ

を受けることが困難な方がご利用いただけます。 

施設の運営方針  入所者接遇では、精神的介護とゆとりのある生活を 

 目標に「語らいと互助」を大切に家庭的雰囲気の醸成

に力を注いでいる。 

 

４．施設の概要 

  特別養護老人ホーム 「温養院」 

① 指定介護老人福祉施設（特別養護老人ホーム・本館） 

建 物 の 構 造  鉄骨造２階建 

建物の延床面積  ９７７．７８㎡ 

利 用 定 員  ２５名 

 

居室の種類 室   数 備   考 

１人部屋  ２５室（１２．２７㎡）  従来型個室 

 

 

 



主 な 設 備 

設備の種類 数 面  積 備  考 

食堂及び機能訓練室  １室  ８３．５５㎡  

浴室 

（特浴１・個浴１） 
１室  １７．０２㎡ 

特殊浴槽１台 

リフト浴１台 

医務室  １室  １４．９９㎡  

車椅子用便所  １室   ７．２９㎡ 汚物処理室 

車椅子用便所 １室   ５．２６㎡  

車椅子用便所  １室   ５．１６㎡  

 

② 指定介護老人福祉施設（特別養護老人ホーム・西館・東館） 

建 物 の 構 造  鉄筋造１階建 

建物の延床面積  １，９６９．３８㎡ 

利 用 定 員  ５５名 

 

居室の種類 室   数 備   考 

１人部屋   １室（１４．５６㎡）  従来型個室 

２～４人部屋  ２３室（１１．４４㎡）  多床室 

 

主 な 設 備 

設備の種類 数 面  積 備  考 

食堂及び機能訓練室  ２室  ２５１．６１㎡  

静養室  １室   １２．００㎡  

浴室 

（特浴２・個浴３） 
２室   ７５．３０㎡ 

特殊浴槽２台 

リフト浴２台 

男子便所  ３室   ５６．３６㎡ 汚物処理室 

女子便所 ３室   ５０．１２㎡  

 

５．職員配置状況 

従業員の職種 員数 常勤 非常勤 常勤換算後 指 定 基 準 

施設長(管理者) １ １ ０ １ １（常勤） 

医師 １ ０ １  必要な数 

生活相談員 ３ ３ ０   ２ 入所者が１００又はその端数

を増すごとに１以上 

介護職員 ４５ ３２ 

 

１３ ４４．１ 介護職員と看護職員の総数は、

常勤換算法で入所者の数が３又

はその端数を増すごとに１以上 

看護職員  ７  ６  １   ６．３ ３以上 

機能訓練指導員 ３ １ ２ １．１    

管理栄養士 ２ ２ ０    ２ １以上 

介護支援専門員 ３ ２ １ ２．５ １以上 

 

 



６．職員の勤務体制 

従業員の職種 勤  務  体  制 

施設長(管理者)  ８：３０～１７：３０ 

医師  毎週金曜日 

生活相談員 ８：３０～１７：３０ 

介護職員  標準的な時間帯における配置（夜勤含む） 

看護職員  標準的な時間帯における配置 

理学療法士 毎週土曜日 

栄養士 ８：３０～１７：３０ 

介護支援専門員 ８：３０～１７：３０ 

 

７．施設サービスの概要と利用料金 

（１） 介護保険給付によるサービス 

サービスの種類 内   容 自己負担額 

入浴・清拭 週２回行います。  

寝たきりの場合は、特殊浴槽を

使用します。 

介護保険給付 

排泄 排泄の自立を促すため、身体能

力を最大限活用した援助を行い

ます。 

介護保険給付 

離床 寝たきり防止のため、離床のお

手伝いをします。 

介護保険給付 

着替え 毎朝夕の着替えのお手伝いをし

ます。 

介護保険給付 

整容 身の回りのお手伝いをします。 介護保険給付 

洗濯 必要に応じて衣類の洗濯を行い

ます。 

個人のクリーニング 

介護保険給付 

 

実 費 

機能訓練 機能訓練指導員により、心身等

の状況により、日常生活の維持

に必要な機能の回復又は減退を

防ぐ訓練を実施します。 

介護保険給付 

健康管理 医師や看護職員が、健康管理を

行います。 

介護保険給付 

娯楽等 クラブ活動・行事等  

介護相談 入所者とその家族からのご相談

に応じます。 

 

 

 

 

 

 

 



サービス利用料金（１日あたり） 

① 指定介護老人福祉施設（特別養護老人ホーム）＜多床室＞ 

１．入所者の要介

護度と利用料金 

要介護１ 

５,８９０円 

要介護２ 

６,５９０円 

要介護３ 

７,３２０円 

要介護４ 

８,０２０円 

要介護５ 

８,７１０円 

２．その他加算 

個別機能訓練加算   １２０円 

看護体制加算     １２０円 

日常生活継続支援加算 ３６０円 

夜勤職員配置加算   １６０円 

栄養ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ強化加算  １１０円 

科学的介護推進体制加算 ４０円（1 月につき） 

介護職員等処遇改善加算Ⅰ 所定単位数の 14.0％を加算 

３．うち、介護保

険給付割合 

基 本 ９ 割 

一部８割・７割の方もございます（所得で異なる） 

４．利用に係る自

己負担額 

基 本 １ 割 

一部２割・３割の方もございます（所得で異なる） 

５．食事に係る自

己負担額（食 費） 

基 準 費 用 額  １,４４５円 

(課税・非課税で異なる) 

６．居住に係る自

己負担額（居住費） 

基 準 費 用 額 多 床 室    ９１５円 

(課税・非課税で異なる) 

７．自己負担額合計（４＋５＋６） 

②指定介護老人福祉施設（特別養護老人ホーム）＜従来型個室＞         

１．入所者の要介

護度と利用料金 

要介護１ 

５,８９０円 

要介護２ 

６,５９０円 

要介護３ 

７,３２０円 

要介護４ 

８,０２０円 

要介護５ 

８,７１０円 

２．その他加算 

個別機能訓練加算   １２０円 

看護体制加算     １２０円 

日常生活継続支援加算 ３６０円 

夜勤職員配置加算   １６０円 

栄養ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ強化加算  １１０円 

科学的介護推進体制加算 ４０円（1 月につき） 

介護職員等処遇改善加算Ⅰ 所定単位数の 14.0％を加算 

３．うち、介護保

険給付割合 

基 本 ９ 割 

一部８割・７割の方もございます（所得で異なる） 

４．利用に係る自

己負担額 

基 本 １ 割 

一部２割・３割の方もございます（所得で異なる） 

５．食事に係る自

己負担額（食 費） 

基 準 費 用 額  １，４４５円 

(課税・非課税で異なる) 

６．居住に係る自

己負担額（居住費） 

基 準 費 用 額 従来型個室 １，２３１円 

(課税・非課税で異なる) 

７．自己負担額合計 （４+５＋６） 

 

 

 

 



＊その他加算について 

 ・個別機能訓練加算は、他職種共同にて個別機能訓練計画を作成し、計画的に機能訓練を行っ

た場合に算定します。 

 ・看護体制加算は、看護職員の体制について手厚い人員体制をとっている場合に算定します。 

 ・日常生活継続支援加算は、居宅での生活が困難であり、当施設への入所の必要性が高いと認

められる重度の要介護状態の者や認知症である者等を積極的に受け入れるとともに、介護福

祉士資格を持つ職員を手厚く配置し、質の高い介護福祉施設サービスを提供した場合に算定

します。 

 ・夜勤職員配置加算は、夜間帯の職員数を人員基準より多く配置し、より安心した生活が行え

る環境を確保できる場合に算定します。 

 ・低栄養状態のリスクが高い入所者に対し、医師、管理栄養士、看護師などが共同して作成し

た、栄養ケア計画に従い食事の観察を週 3 回以上おこない、入所者ごとの栄養状態、嗜好な

どを踏まえた食事の調整などを実施する事などを条件とした加算です。 

・科学的介護推進体制加算は、当法人事業所で立案した介護の計画やその実施に対する評価を

厚労省へ提出しそれを厚労省の蓄積したデータによって分析、フィードバックを行うことで、

介護の質の向上を図るものです。 

・介護職員等処遇改善加算は、介護職員の処遇を改善するために賃金改善や資質の向上等の取

り組みを行う事業所に認められる加算です。介護職員等処遇改善加算は、区分支給限度基準

額の対象外となります。 

＊新規入所時の取り扱いについて 

新規入所時については、上記の利用料に加え、下記の加算を算定します。 

・利用開始に行う取り組みを評価する加算として、初期加算が設けられており、 

１日につき３００円（1 割負担３０円）を入所時から３０日を上限とした負担金を頂きます。 

・安全対策を実施する体制が整備されている事を評価する加算として安全対策体制加算が設け

られており、1回に限り２００円（１割負担２０円）の負担金を頂きます。 

＊入院時の取り扱いについて 

・入院時については、１ヶ月に６日を上限とした負担金（但し２ヶ月間のみ）と居住に係る自

己負担額（居住費）を頂きます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



（２） 介護保険給付外サービス 

サービスの種類 内    容 自己負担額 

食事 

 

 

 

食事時間 

 朝食  ７：３０～ 

 昼食 １２：００～ 

 夕食 １８：００～ 

基準費用額 １，４４５円 

第３段階② １，３６０円 

第３段階①   ６５０円 

第２段階    ３９０円 

第１段階    ３００円 

居住費 従来型個室  

 

 

 

多 床 室 

基準費用額 １，２３１円 

第３段階①②  ８８０円 

 第２段階   ４８０円 

第１段階   ３８０円 

基準費用額   ９１５円 

第３段階①②  ４３０円 

第２段階   ４３０円 

第１段階     ０円 

理容・美容 隔月で理容師・美容師による出張

サービスを利用できます。 

実 費 

貴重品・金銭管理 各機関への事務代行サービスを行

います。 

利用されるか否かは、任意です。 

自己負担なし 

クラブ活動・行事 音楽クラブ、季節感あふれる行事

等を用意しております。 

材料代等の実費を頂きま

す。 

利用者の移送 入所者の通院や入院時の移送サー

ビスを行います。 

原則自己負担なし 

家族のご希望される受診、

外出に関しては家族対応 

（３）利用料金の支払い方法 

   ア 窓口での現金支払い   イ 下記の指定口座への振込み 

     呉信用金庫 焼山支店 普通預金 ０１３９４９１ 

   ウ 預金口座振替払い 

 ※振込手数料、口座振替手数料は入所者のご負担になります 

 

８．施設を退所していただく場合 

① 要介護認定により、入所者の心身の状況が自立又は要支援、要介護１，２と判定された

場合。 

② 入所者から、退所の申し出があった場合。 

③ 入所者による、サービス利用料金の支払いが１年以上遅滞し、相当期間を定めた催促に

もかかわらず、これが支払われない場合。 

④ 入所者が連続して９０日以上病院又は診療所に入院すると見込まれる場合、もしくは入

院した場合。 

⑤ 利用者又は家族が、施設や施設職員又は他の利用者に対して、この契約を継続し難いほ

どの背信行為（たたく等の身体暴力及び大声を発する、怒鳴る等の精神的暴力並びに必

要もなく手や腕をさわる等のセクシャルハラスメントのハラスメント行為を含む）を行

い、その状態が改善されない場合。 

 



９．事故発生時の対応について 

    入所者に対するサービスの提供中、事業者の責任に帰すべき事由により賠償すべき事故

が発生した場合には、賠償保険の範囲において、損害賠償を速やかに行う。 

 

１０．緊急時の対応について 

  （１）当施設入所中、体調の急変や事故により緊急の対応が必要な場合（夜間を除く） 

    急変及び事故に遭遇した入所者への対応に際して、介護職員、看護職員にて判断が難し

い場合、協力医療機関あるいは、かかりつけの医師の指示を仰ぎ対応を行います。その結

果、温養院の医療設備等で対応が不可能な場合は、温養院送迎車か救急車にて協力医療機

関あるいは、かかりつけ医療機関へ搬送します。その際、家族の緊急連絡先に連絡を行い

ます。 

  （２）夜間、体調の急変や事故により緊急の対応が必要な場合 

    急変及び事故に遭遇した入所者への対応に際して、介護職員にて対応が困難な場合ある

いは、医療行為が必要な場合は、看護職員に連絡して指示を仰ぎ、必要に応じて看護職員

にて対応を行います。その際、温養院の医療設備等で対応が不可能な場合は、温養院送迎

車か救急車にて協力医療機関あるいは、かかりつけ医療機関へ搬送します。その際、容態

が重篤な場合は、即座に家族の緊急連絡先に連絡を行います。容態が重篤でないと判断し

た場合は、翌朝以降に連絡を行います。 

 

１１．業務継続計画の策定等について 

（１）施設は、感染症や非常災害の発生時において、入所者に対するサービス提供を継続的

に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画（以下「業務

継続計画」という。）を策定し、当該業務計画に従い必要な措置を講ずるものとする。 

（２）施設は、従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓

練を定期的に実施するものとする。 

（３）施設は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を

行うものとする。 

 

１２．身体拘束について 

    当施設は、身体拘束廃止委員会を設置しています。原則として入所者に対して身体拘束

を行いません。但し、入所者又は他の入所者の生命・身体に対して危険が及ぶため、緊急

やむを得ない場合には、入所者及びその家族等に対し説明し同意を得た上で行うことがあ

ります。担当者（生活相談員：冠﨑）。 

 

１３．虐待防止について 

当施設は、虐待の発生またはその再発を防止するため、次の各号に掲げる措置を講じる

ものとする。 

（１）虐待防止のための対策を検討する委員会（テレビ電話装置等を活用して行うことがで

きるものとする）を定期的に開催するとともに、その結果について、介護職員その他の

従業者に周知徹底を図ること。 

（２）虐待の防止のための指針を整備。  

（３）虐待の防止のための研修を定期的に実施（年 2 回以上）。 

（４）前三号に掲げる措置を適切に実施するための担当者の設置（生活相談員：冠﨑）。 

 



１４．情報提供の同意について 

入所者は、特別養護老人ホーム温養院介護従業者が、サービス担当者会議等において、

課題分析情報等を通じて入所者が有する解決すべき課題等の個人情報や家族に関する情

報等を介護支援専門員や他のサービス担当者と共有する事の必要性を、介護従業者から説

明を受けその上で、介護従業者が必要と判断した情報を、介護支援専門員，他のサービス

担当者に情報提供，収集することの趣旨を十分理解できましたので情報提供される事に同

意いたします。 

 

１５．介護職員による服薬等に関する説明及び同意について                                                   

     当施設では、利用者の状態が以下の３条件をみたしていることを、医師、歯科医師又は

看護職員が確認し、これらの免許を有しない者による医薬品の使用の介助ができることを

利用者又は家族に伝えている場合に、事前の利用者又は家族の具体的な依頼に基づき、医

師の処方を受け、あらかじめ薬袋等により利用者ごとに区分し授与された医薬品について、

医師又は歯科医師の処方及び薬剤師の服薬指導の上、看護職員の保健指導・助言を遵守し

た医薬品の使用を介助します。 

（１）利用者が入所して治療する必要がなく容態が安定していること  

（２）副作用の危険性や投薬量の調整等のため、医師又は看護職員による連続的な容態の経

過観察が必要である場合ではないこと 

（３）内用薬については誤嚥の可能性、坐薬については肛門からの出血の可能性など、当該

医薬品の使用そのものについて専門的な配慮が必要な場合でないこと 

     具体的には、皮膚への軟膏の塗布（褥瘡の処置を除く。）。 

皮膚への湿布の貼付点眼薬の点眼。 

一包化された内用薬の内服（舌下錠の使用も含む）。 

肛門からの坐薬挿入又は鼻腔粘膜への薬剤噴霧を介助すること。 

 

１６．ハラスメントの防止対策 

    当施設の利用者又はその家族等からの苦情・ハラスメントに対して、迅速かつ適切に対

応するため受付窓口の設置、担当者の配置（生活相談員：冠﨑）、事実関係の調査の実施、

改善措置、利用者又は家族に対する説明、記録の整備その他必要措置を講ずるものとする。 

また、適切なサービスの提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は

優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより

従業者の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じ

るものとする。 

 

１７．苦情処理の受付について 

    当施設における苦情やご相談は、以下の専用窓口で受け付けます。 

    苦情受付窓口（担当者）主任生活相談員   冠﨑 幸生 

    受付日時  毎週月曜日～金曜日 ８：３０～１７：３０ 

    TEL  ０８２３－３３－３８５８ 

 

 

 

 

 



 

 

苦情処理の手順 

①  苦情の受付 

苦情は面接、電話、書面などにより苦情受付担当者が随時受け付けます。なお、第三者委員に

直接申し出ることもできます。 

②  苦情受付の報告・確認 

苦情受付担当者が受け付けた苦情を苦情解決責任者と第三者委員（苦情申出人が第三者委員へ

の報告を拒否した場合を除く）に報告いたします。第三者委員は内容を確認し、苦情申出人に

対して、報告を受けた旨を通知します。 

③  苦情解決のための話し合い 

苦情解決責任者は苦情申出人と誠意をもって話し合い、双方にとって意義のある解決に努めま

す。その際苦情申出人は、第三者委員の助言や立ち会いを求めることができます。なお、第三

者委員の立ち会いによる話し合いは、次のとおり行います。 

（ア）第三者委員による苦情内容の確認 

（イ）第三者委員による解決案の調整、助言 

（ウ）話し合いの結果や改善事項等の確認 

④ 都道府県運営適正化委員会の紹介 

苦情解決委員会で解決できない苦情は、広島県社会福祉会館に設置された広島県福祉サービス

運営適正化委員会に申し立てることができます。 

 

苦 情 相 談 窓 口 

   ＜苦情受付担当者＞ 

   （事情聴取） 

    利用者への回答 

   （結果伝達と理解確認） 

苦 情 解 決 責 任 者 

   ＜事業所において解決できるもの＞ 

   （結果伝達）（改善の申し入れ） 

利用者 

苦 情 処 理 委 員 会 

   ＜事業所において解決できない苦情＞ 

   （結果伝達） 

利用者  （第三者機関） 

  （解決の斡旋） 

広島県福祉サービス運営適正委員会等 

   ＜苦情処理委員会において解決できない苦情＞ 

 

利 用 者 へ の 回 答 

 

 

 

 

 

苦情解決総責任者 

常務執行役  工田 隆 

苦情解決責任者 江口 広美 

 

苦情処理委員会（第三者委員） 

 呉市社会福祉協議会 

  常務理事兼事務局長 

   河野 隆司 

      0823-25-7006 



 

 

令和  年  月  日 

 

 

指定介護福祉施設サービスの提供の開始に際し、本書面に基づき重要事項の説明を 

 行いました。 

    

   指定介護老人福祉施設  特別養護老人ホーム 温養院 

 

 

   説明者職名 施   設   長   氏名  江口  広美  ○印  

 

 

   説明者職名 生 活 相 談 員   氏名  冠﨑  幸生  ○印  

   

 

  私は、本書面に基づいて事業者から重要事項の説明を受け、指定介護福祉施設サー 

ビスの提供開始に同意しました。 

 

  （入所者） 

  住所                 

 

入所者氏名                    ○印  

 

  （署名代行者） 

 私は、入所者の意思を確認したうえ、上記署名を代行しました。 

   

  住   所  

 

  氏   名                    ○印  

 

続   柄    入所者の（           ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


